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UPZから避難先施設までの主な経路（いちき串木野市②）

225

20

270 

3 

31

避難先：南九州市

<①羽島地区>

川辺保健ｾﾝﾀｰ 他3箇所

<②荒川地区>

勝目地区公民館

<③野平地区>

知覧小学校 他1箇所
<④本浦地区>

川辺文化会館 他2箇所

<⑤冠岳地区>

勝目小学校
<⑥上名地区（一部） >
九玉小学校 他2箇所

<⑦湊町地区>

粟ヶ窪小学校 他4箇所

<⑧川上地区>

川辺小学校

<⑨川南地区>

頴娃中学校 他3箇所

<⑩川北地区>

高田小学校 他4箇所

避難先：枕崎市
<④本浦地区>

枕崎中学校 他5箇所
<⑥上名地区（一部） >
枕崎小学校 他12箇所

え い

【主な避難経路②（南九州市、枕崎市）】

南九州自動車道（串木野IC→鹿児島IC）→指宿ｽｶｲﾗｲﾝ

（鹿児島IC～川辺IC）→（国道225号（枕崎市方面）

または→国道225号→県道19号（南九州市方面））

ＰＡＺ

ＵＰＺ

避難元地区

①羽島地区

②荒川地区

③野平地区

④本浦地区

⑤冠岳地区

⑥上名地区（一部） ※

⑦湊町地区

⑧川上地区

⑨川南地区

⑩川北地区

は し ま

あ ら か わ

の び  ら

かんむりだけ

みなとまち

か わ か み

かわみなみ

か わ き た

かんみょう

も と う ら

【主な避難経路③（南九州市、枕崎市）】
国道3号→国道270号→県道20号→県道19
号→（南薩縦貫）→（国道225号（枕崎市方
面）または→県道27号（南九州市方面））

【主な避難経路①（南九州市、枕崎市）】

国道3号→（国道270号（枕崎市方面）

または国道270号→県道31号（南九州市方面））

南九州市

枕崎市

19

270 

みなみきゅうしゅうし

みなみきゅうしゅうじどうしゃどう

みなみきゅうしゅうし まくらざきし

く し き の

まくらざきし

みなみきゅうしゅうし

かわなべ

はしま

かわなべ

あらかわ

かつめ

のびら

ちらん

かんむりだけ

かつめ

みなとまち

あわがくぼ

かわかみ

かわなべ

かわみなみ

かわきた

たかた

まくらざきし

かんみょう

もとうら

まくらざき

まくらざき

みなみきゅうしゅうし

まくらざきし

みなみきゅうしゅうし まくらざきし

まくらざきし

みなみきゅうしゅうし

みなみきゅうしゅうし まくらざきし

まくらざきし

みなみきゅうしゅうし

なんさつじゅうかん

く し き の し

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

松元平野岡運動公園

県立農業大学校

日置市吹上中央公民館
ひ お き し  ふき あげ

県立ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

日吉総合体育館

日置市吹上浜公園体育館
ひ お き し  ふき あげはま

ひよし

かわなべ

※ 薩摩山、浅山、大薗、浜ヶ城、
河内、袴田、小薗

あさやま おおぞの

こぞの

さつまやま はまがじょう

かわうち はかまだ

くだま

かんみょう



UPZから避難先施設までの主な経路（阿久根市①）

避難先：長島町

<脇本地区（一部）>
 

平尾中学校 他14箇所

75

ＵＰＺ

避難元地区

 脇本地区（一部）※

※ 桐野上、桐野下、大渕川、筒田、瀬之浦上、瀬之浦下、

古里、槝之浦西、槝之浦東、大谷、黒之浜、黒之上、

大漉、松ヶ根、小漉、八郷

わき もと

【主な避難経路 】
国道389号(→県道47号→（県道380号
→県道379号）または県道379号)

長島町

47

389

380

47

379

47

389

379

ながしまちょう

わきもと

ひらお

ながしまちょう

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

きりのかみ きりのしも おおふちがわ つつだ せのうらかみ せのうらしも

ふるさと かしのうらにし かしのうらひがし おおたに くろのはま くろのあげ

おおすき まつがね こすき はちごう

ＵＰＺＰＡＺ

川床ｺﾐｭﾆﾃｨ運動場

長島町城川内運動場

旧ｻﾝｾｯﾄ長島跡地広場
な が し ま あ と ち ひ ろ ば

な が し ま ち ょ う じ ょ う か わ う  ち

か わ と こ

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

あ く ね し



UPZから避難先施設までの主な経路（阿久根市②）

【主な避難経路】
国道3号→国道504号→県道374号→国道447号
→国道267号→国道268号（→県道53号）

76

ＵＰＺ

避難先：伊佐市

<①市街地地区（一部）>
 

大口体育ｾﾝﾀｰ 他12箇所

<②鶴川内地区（一部）>
 伊佐市総合体育館

伊佐市への避難元地区

①市街地地区（一部）※1

②鶴川内地区（一部）※2
ＰＡＺ

267 

268 

お り た

つ る か わ う ち

53

268 

447 

447 

3

3

※１ ： 波留、大丸、倉津、遠見ヶ岡、潟、寺山、

上野

※２： 栫、羽田、桑原城上、桑原城下 

伊佐市

あ く ね し

い さ し

い さ し

い さ し

おおくち

つるかわうち

へがわ

くりの

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

かこい はねた

はる おおまる くらつ とおみがおか がた てらやま

うえの

くわばらじょうかみ くわばらじょうしも
【凡例】

:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ

し が い ち

し が い ち

い さ し

3



UPZから避難先施設までの主な経路（阿久根市③）

77

ＰＡＺ

ＵＰＺ

3

55

42

447

267

268

10

避難元地区

①赤瀬川地区

②折多地区（一部）※1 
③脇本地区（一部）※2 

④市街地地区（一部）※3 

⑤山下地区

⑥西目地区

【主な避難経路 】
国道3号→国道447号→国道267号→国道268
号→県道55号（→国道10号→県道42号）

※1 ： 牟田、折口東

※2 ： 脇本馬場、脇本浜、下村、上原、深田

※3 ： 高松 

お り た

わ き も と

避難先：姶良市

<①赤瀬川地区>

加治木高校 他7箇所

<②折多地区（一部）>

姶良高等技術専門校 他8箇所

<③脇本地区（一部）>

帖佐中学校 他2箇所
<④市街地地区（一部）>

 辺川地区多目的集会施設 他6 
箇所
<⑤山下地区・⑥西目地区>

 姶良市総合運動公園体育館

あ か せ が わ

姶良市
あ い ら し

へ  が  わ

あ か せ が わ

か じ き

お り た

あいら

わきもと

ちょうさ

あ く ね し

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

わきもとばば わきもとはま したむら うわばる ふかた

むた おりぐちひがし

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ

や ま し た に し め

し が い ち

や ま し た

に し め

たかまつ

あ い ら

し が い ち



UPZから避難先施設までの主な経路（阿久根市④）

78
ＰＡＺ

ＵＰＺ

56

3

避難元地区（芦北町へ避難）

②市街地地区（一部）※1

③鶴川内地区（一部）※2

④折多地区（一部）※3

⑤大川地区

つ る  か わ う ち

お り  た

お お か わ

避難元地区（津奈木町へ避難）

①市街地地区（一部）※1

【①地区の主な避難経路（津奈木町）】
国道3号→県道56号

【②～⑤地区の主な避難経路（芦北町）】
県道46号→国道3号→県道56号

※1 ： 【津奈木町へ避難】 新町、町

【芦北町へ避難】 浜

※2 ： 尾原、米次、横手、宮原、萇野、長谷、木佐木野、田代中、田代下

※3 ： 永田上、永田下、大林、内田、大下、丸内、陳之尾

避難先：熊本県芦北町
<②市街地地区（一部）>

芦北福祉ｾﾝﾀｰ

<③鶴川内地区（一部）>

旧計石小学校 他1箇所

<④折多地区（一部）>

旧芦北幼稚園 他2箇所

<⑤大川地区>

熊本県立あしきた青少年の家

避難先：熊本県津奈木町

<①市街地地区（一部）>

津奈木町B&G海洋ｾﾝﾀｰ 他2箇所

芦北町

津奈木町

3

46

56

3

あ く ね し

つ  な  ぎ  ま  ち

あしきたまち
あしきたまち

おりた

あしきた

つるかわうち

おおかわ

あしきたまち

つ な ぎ ま ち

つ な ぎ ま ち

あしきたまち

つ な ぎ ま ち

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

つなぎまち しんまち

あしきたまち

まち

はま

おばる こめつぎ よこて みやばら へごの ながたに きさきの

おおはやし まるうち じんのお

たしろしもたしろなか

ながたかみ ながたしも

はかりいし

くまもとけん

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び出水市総合体育館
いずみ

ほくさつ いずみ

し が い ち

うちだ おおじも

し が い ち

あしきた

し が い ち

つ な ぎ ま ち
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UPZ

【主な避難経路③（谷山方面）】
（国道328号または県道36号）→県道210号

【主な避難経路①（吉野方面）】
（国道328号または県道36号）→県道40
号→県道16号

UPZから避難先施設までの主な経路（鹿児島市）

避難元地区
  さと だけ

・里岳地区
  ほんたけ

・本岳地区
  にし また

・西俣地区
   ゆき ひら

・雪平地区
  と  き  わ

・常盤地区
 おお うら

・大浦地区
  や え

・八重地区
     な す び だ

・茄子田地区
  とうげ

・峠地区

【主な避難経路②（城西方面）】
（国道328号または県道36号）→国道3号

※避難先は、避難先候補のうち、道路
状況等を考慮した上で選定する。

鹿児島市

避難先候補②※：鹿児島市内

鹿児島ｱﾘｰﾅ

避難先候補③※：鹿児島市内

谷山小学校 他2箇所

避難先候補①※：鹿児島市内

吉野中学校 他２箇所

36
328

210

3

210

16

40

か  ご  し  ま  し

か ご し ま し

か ご し ま し

か ご し ま し

か ご し ま し

よしの

じょうせい

よしの

たにやま

たにやま

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

松元平野岡運動公園

県立ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

郡山総合運動場

まつもとひ ら の お か

こおりやま
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UPZから避難先施設までの主な経路（出水市①）
 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄ

を活用し避難を実施。

ＵＰＺ

ＰＡＺ

避難先：出水市内

<①高尾野地区（一部）>
ＮＴＴﾋﾞﾙ 他2箇所

<②野田地区（一部）>
総合体育館 他14箇所

避難元地区

①高尾野地区（一部）※1

②野田地区（一部）※2

【①、②（一部）の主な避難経路】
（県道368号→）国道504号→県道374号
→県道369号 →国道447号

の だ

い ず み し
【②（一部）の主な避難経路】
（県道368号または県道374号→）国道3号

※1 ： 中屋敷、内野々上、本城、内野々下

※2 ： 尾毛無、籠土山、青木原、野角、上特手、下特手、越地、川平、

久木野、大久、大丸、涼松、受口、大日、天神、地蔵、仮屋、

加治屋町、別府、町、春町、西通、仲町、岩元、女子高白梅寮、

本町、八幡、瀬戸、田多園、上田多園

出水市

368

368
369

504
374

３

374 447

い ず み し

た か お の

の だ

た か お の

い ず み し

なかやしき ほんじょううちののかみ うちののしも

おげなし あおきばらこもつちやま のずみ かみこつて こえちしもこつて かわひら

くきの おおまるおおひさ すずまつ うけぐち てんじんだいにち じぞう かりや

かじやまち まちべっぷ はるまち なかまち いわもと

もとまち せとはちまん かみたたぞのたたぞの

にしどおり じょしこうしらうめりょう

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ



UPZから避難先施設までの主な経路（出水市②）

81

ＵＰＺ

374

避難元地区

①荘地区

②高尾野地区（一部）※1

③下水流地区

④江内地区

⑤野田地区（一部） ※2
の だ

たか お の

しょう

え うち

しも ず る

【主な避難経路】
（県道374号または県道367号→）
国道3号（→国道268号→県道15号）

避難先：熊本県水俣市

<①荘地区>
 第一小学校体育館 他2箇所

<②高尾野地区（一部）>
 旧第3中学校体育館 他4箇所

<③下水流地区>

 袋小中学校体育館 他8箇所

<④江内地区>
 第2中学校体育館 他11箇所

<⑤野田地区（一部）>
 武道館 他2箇所 

※1 ： 石坂、表上、昭和、鶴里、松ノ元、下高尾野上、

下高尾野下、唐笠木

※2 ： 中郡、屋地、旭、上餅井、下餅井

367 3

3
268

15

水俣市

い ず み し

み な ま た し

み な ま た し

しょう

た か お の

し も ず る

ふくろ

え う ち

の だ

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

いしざか しょうわおもてあげ つるさと しもたかおのかみまつのもと

しもたかおのしも からがさき

あさひやじ かみもちい しももちいなかごおり

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ



UPZから避難先施設までの主な経路（出水市③）

82

避難元地区

・高尾野地区（一部）※

ＵＰＺ

ＰＡＺ

た か お の

※ ： 野平、浦、昭興、本町、大久保、松ヶ野、上の原、

東町、町、中里、麓、麓団地、萩の尾、大和、柴引、

柴引団地、野添上、野添下、砂原 

避難先：伊佐市

<高尾野地区（一部）>

伊佐農林高等学校体育館 他27箇所

伊佐市

447

328

504

267

447

369
374

267

268

【主な避難経路】
県道374号→県道369号→（国道447号または
（国道328号→国道504号））→国道267号→国道268号

い ず み し

い さ し

い さ し

た か お の

い さ

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

のびら うら しょうこう もとまち おおくぼ まつがの うえのはら

ふもとだんちひがしまち まち なかざと ふもと はぎのお たいわ しばひき

しばひきだんち のぞえかみ のぞえしも すなはら

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ

柏原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

宮之城総合運動公園
みやのじょう

かしわばる

薩摩総合運動公園
さつま



UPZから避難先施設までの主な経路（出水市④）

避難元地区

①出水地区

②西出水地区

③高尾野地区（一部）※

避難先：霧島市
<①出水地区>

高千穂小学校 他2箇所

<②西出水地区>
まきぞのｱﾘｰﾅ 他14箇所

<③高尾野地区（一部）>

国分高等学校 他10箇所

【主な避難経路②】
（県道373号または県道369号）→国道328号→
国道504号→（（県道２号→県道60号→国道223号）
または（県道51号→県道42号→国道10号））

【主な避難経路①】
（県道373号または県道369号）→国道447号→国道267号→国
道268号→県道55号→（（県道50号→国道223号）または（国道
504号→国道223号））

ＰＡＺ

ＵＰＺ

き り し ま し

い ず  み

に し   い ず み

※ ： 上り立、太鼓橋、千間山、大野原、御岳

60

２

42

51

328

55

55

373

369

504 504

504

223

223

10

268

267
447

83

霧島市

50

223

い ず み

た か ち ほ

に し い ず み

た か お の

こ く ぶ

き り し ま し

い ず み し

あがりたて たいこばし せんげんやま おおのはら みたけ

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

 たか   お     の

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

北薩地域振興局出水支所

出水市総合運動公園及び
出水市総合体育館

いずみ

ほくさつ いずみ

柏原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

宮之城運動公園
みやのじょう

かしわばる

薩摩総合運動公園
さつま

県森林技術総合ｾﾝﾀｰ

姶良市蒲生体育館
あ  い  ら  し  か  も  う



UPZ

UPZから避難先施設までの主な経路（日置市①）

ＰＡＺ避難元地区

①高山地区

②上市来地区

③美山地区

④皆田地区

⑤湯田地区

⑥伊集院北地区

⑦日新地区

⑧住吉地区

⑨鶴丸地区（一部）※1

⑩伊作田地区（一部）※2

⑪伊集院地区（一部）※3

⑫妙円寺地区（一部）※4

避難先：日置市内
<①高山地区・②上市来地区>

日吉総合体育館 他13箇所

<③美山地区>

坂元公民館 他14箇所

<④皆田地区>

吹上地区公民館 他3箇所

<⑤湯田地区>

日吉老人福祉ｾﾝﾀｰ 他20箇所

<⑥伊集院北地区>

上方限公民館 他17箇所

<⑦日新地区・⑧住吉地区>

日置小学校体育館 他15箇所

<⑨鶴丸地区（一部）>

小野浜公民館 他9箇所

<⑩伊作田地区（一部）>

伊作地区公民館 他12箇所

<⑪伊集院地区（一部）>

鹿児島城西高校（体育館） 他15箇
所

<⑫妙円寺地区（一部）>

伊集院小学校体育館 他2箇所

84

たか  やま

かみ いち き

み  やま

かい だ

ゆ だ

い じゅう いん きた

にっ しん

すみ よし

つる まる

い  ざく だ

い じゅう いん

みょう えん じ

※1 ： 麓上、麓下(一部)、坂之上下

※2 ： 上伊作田、元伊作田、中伊作田、江口、平迫比良、赤崎、

  鑪口、永山、神之川、南神之川

※3 ： 城山、荒瀬、大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇

※4 ： 妙円寺8区、妙円寺9区

270

24

日置市

ひ お き し

ひ お き し

た か や ま か み い ち き

ひ よ し

み や ま

さ か も と

かいだ

ふきあげ

ゆ だ

ひ よ し

い じ ゅ う い ん き た

か み ほ う ぎ り

にっしん すみよし

ひおき

つるまる

お の は ま

いざくだ

い ざ  く

いじゅういん

か ご し ま じ ょ う せ い

みょうえんじ

いじゅういん

ひ お き し

ふもとかみ ふもとしも さかのうえした

か み い ざ く だ も と い ざ く だ な か い ざ く だ

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

えぐち ひらさこびら あかさき

たたらぐち ながやま かみのかわ みなみかみのかわ

じょうやま あらせ おおたかみ おおたなか おおたしも くきのの てらわき

みょうえんじみょうえんじ

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地） 県立農業大学校

日置市吹上中央公民館
ひ お き し  ふき あげ

日吉総合体育館

日置市吹上浜公園体育館
ひ お き し  ふき あげはま

ひよし

【主な避難経路】
国道270号または（県道24号→県
道37号→国道270号）

37



UPZから避難先施設までの主な経路（日置市②）

85

ＰＡＺ

ＵＰＺ

避難先：南さつま市

<①鶴丸地区（一部）>

 大坂地区体育館 他8箇所

<②伊作田地区（一部）>

 旧大坂小学校

<③伊集院地区（一部）>

 大笠中学校体育館 他15箇所

<④妙円寺地区（一部）>

 金峰中学校体育館 他11箇所

【主な避難経路①】
（国道270号または（国道3号→県道24号
→県道37号））→国道270号 270

37

20

24

3

避難元地区

①鶴丸地区（一部）※1

②伊作田地区（一部）※2

③伊集院地区（一部）※3

④妙円寺地区（一部）※4

【主な避難経路②】
国道3号→県道24号→南九州自動車道（美山ＩＣ～鹿児島ＩＣ）

→指宿ｽｶｲﾗｲﾝ（鹿児島ＩＣ～谷山ＩＣ）→県道20号

※1 ： 下養母、麓下（一部）、古市、城之町上、城之町、杉之迫

※2 ： 柿之迫、川北

※3 ：  小城、瀬戸内、徳重東、郡上、郡内、宮脇、中福良、平古、

郡下、立野、

※4 ： 妙円寺1･4区、妙円寺2区、妙円寺3区、妙円寺5区、

妙円寺6区、妙円寺7区、

つる まる

い  ざく だ

い  じゅう いん

みょう えん  じ

南さつま市

270

ひ お き し

つ る ま る

だ い ざ か

い ざ   く  だ 

だ い ざ か

いじゅういん

だいりゅう

みょうえんじ

き ん ぽ う

みなみきゅうしゅうじどうしゃどう みやま

たにやまいぶすき

しもようぼ ふもとしも ふるいち じょうのまちかみ じょうのまち すぎのさこ

かきのさこ かわきた

こじょう せとうち とくしげひがし こおりかみ こおりうち みやわき なかふくら ひらこ

こおりしも たちの

みょうえんじ みょうえんじ みょうえんじ みょうえんじ

みょうえんじ みょうえんじ

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

みなみ し

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

県立農業大学校

日置市吹上中央公民館
ひ お き し  ふき あげ

日吉総合体育館

日置市吹上浜公園体育館
ひ お き し  ふき あげはま

ひよし



UPZから避難先施設までの主な経路（姶良市）

86

ＵＰＺＵＰＺ

代替避難先：姶良市内
姶良高齢者福祉ｾﾝﾀｰ

避難元地区

・松生地区

【代替避難先への主な避難経路】
県道211号→県道40号→（（県道16号→県道25号→県道57号
→国道10号）または（県道25号→県道57号→県道446号））

ＰＡＺ

まつ ばえ

40  
211 

25  

211 

16  

25  

10 

57   

【避難先への主な避難経路】
県道211号または（県道211号→県道40号→県道25号）

避難先：姶良市内
蒲生高齢者福祉ｾﾝﾀｰ

姶良市

あ い ら

あ い ら し

あ い ら し

あ い ら し

かもう

あ い ら し

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

県森林技術総合ｾﾝﾀｰ

姶良市蒲生体育館
あ  い  ら  し か も う

郡山総合運動場
こおりやま



UPZから避難先施設までの主な経路（さつま町①）

87

ＵＰＺ

ＰＡＺ

避難元地区

①虎居地区（一部）※ 

②平川地区

③白男川地区

④泊野地区

と ら い

ひ ら か わ

し  ら お が  わ

と ま り の

避難先：さつま町内

<①虎居地区（一部）>
 

薩摩小学校 他3箇所

<②平川地区>
 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ（武道館） 他
5箇所

<③白男川地区>
 

旧永野小学校 他2箇所

<④泊野地区>
 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ（体育館）
他1箇所

【②地区の主な避難経路】
ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ→県道404号→国道267号
→県道396号

【①、③、④地区の主な避難経路】
県道344号→国道504号→県道396号

396504

404

344

267

さつま町

ちょう

ちょう

ちょう

と ら い

さ つ ま

ひ ら か わ

し ら お が わ

な が の

とまりの

※ ： 海老川、日当瀬、一ツ木、下川口
えがわ ひなたぜ ひとつき しもかわぐち

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

柏原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

宮之城運動公園
みやのじょう

かしわばる

薩摩総合運動公園
さつま



UPZから避難先施設までの主な経路（さつま町②）
 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、

他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

88

ＰＡＺ

ＵＰＺ

223

10

避難先：霧島市
<①時吉地区>
 

 永水小学校 他2箇所

<②柊野地区>

 霧島緑の村

<③湯田地区>

 牧之原小学校 他7箇所

<④佐志地区>

 福地地区体育館 他6箇所

<⑤神子地区>

 霧島公民館

<⑥柏原地区>

 大廻地区体育館 他15箇所

<⑦紫尾地区>

 霧島小学校 他3箇所

避難元地区

①時吉地区

②柊野地区

③湯田地区

④佐志地区

⑤神子地区

⑥柏原地区

⑦紫尾地区

【①、②、⑤、⑦地区の主な避難経路】
（県道397号→）国道267号→県道396号→国道504号→（（県道50号
→国道223号→県道60号）または（県道2号→県道60号））

とき  よし

くき の

さ  し

ゆ だ

こう  し

かしわばる

し び

【③、④、⑥地区の主な避難経路】
国道267号→県道396号→国道504号→
（国道223号または県道55号→）国道10号

きりしまし

霧島市

50

223

267
504

10

55

504

２

60

とき  よし

きり しま し

ながみず

くき の

きり  しま  みどり むら

さ  し

ゆ だ

こう  し

かしわばる

し び

まき の はら

ふく ち

きり しま

おおめぐり

きり  しま 

ちょう

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

柏原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

宮之城運動公園
みやのじょう

薩摩総合運動公園
さつま

かしわばる



ＰＡＺ

UPZから避難先施設までの主な経路（さつま町③）

89

避難先：鹿児島市

<①宮之城屋地地区>
県総合体育ｾﾝﾀｰ体育館
他6箇所

<②虎居地区（一部）>

松陽高校体育館 他5箇所

<③船木地区>

鹿児島東高校 他3箇所

<④山崎地区>

明桜館高校体育館 他2箇所

<⑤久富木地区>

花野小学校 他2箇所

<⑥二渡地区>

明桜館高校体育館 他2箇所

ＵＰＺ

避難元地区

①宮之城屋地地区

②虎居地区（一部）※１

③船木地区

④山崎地区

⑤久富木地区

⑥二渡地区

みや の じょう や ち

とら い

ふな き

やま さき

く ぶ き

ふた わたり

【主な避難経路①】
国道328号→国道3号

※１ ： 虎居町、東町、西町、轟原、虎居馬場、西手、

上向、上向中、虎居大角、甫立

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【主な避難経路③】
国道504号→県道51号→県道42号
→県道25号→県道16号

393

3

328

16

42

25

504

51

【主な避難経路②】
（（県道393号→県道51号）または（国道328号→県道395号
→県道211号））→県道42号→県道25号→県道16号

51

みや の じょう や ち

とら い

ふな き

やま さき

く ぶ き

ふた わたり

か ご しま し

しょうよう

か ご しま ひがし

めい おう かん

け の

めい おう かん

かごしまし

鹿児島市

ちょう

とらいまち ひがしまち にしまち とどろばる とらいばば にしで

うわむき うわむきなか とらいおおすみ ほだて

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

柏原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

宮之城運動公園
みやのじょう

かしわばる

薩摩総合運動公園
さつま

県森林技術総合ｾﾝﾀｰ

姶良市蒲生体育館

松元平野岡運動公園
県立ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

郡山総合運動場

まつもとひ ら の お か

こおりやま

あ い ら し か も う



 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

UPZから避難先施設までの主な経路（長島町）

避難元地区

①田尻地区

②火ノ浦地区

③汐見地区

④潟地区

⑤広野地区

ＵＰＺ

90

【代替経路】
国道389号→県道379号

【①、②地区の主な避難経路】
国道389号→県道47号

【③～⑤地区の主な避難経路】

町道山門野汐見線→県道47号

避難先：長島町内

<①田尻地区・②火ノ浦地区>
総合町民体育館

<③汐見地区>

鷹巣小学校

<④潟地区・⑤広野地区>

鷹巣中学校

389

379 

389

389

47

47

ながしまちょう

長島町

ながしまちょう

ながしまちょう

たかのす

たかのす

た じり

しお み

がた

ひ の うら

ひろの

た じり

しお み

がた

ひ の うら

ひろの

やま ど の しお み

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）

川床ｺﾐｭﾆﾃｨ運動場

長島町城川内運動場

旧ｻﾝｾｯﾄ長島跡地広場
な が し ま あ と ち ひ ろ ば

な が し ま ち ょ う じ ょ う か わ う  ち

か わ と こ



PAZ

UPZ

自然災害により道路等が通行不能になった場合の復旧策（自然災害対応）

 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路等が、自然災害により使用できない場合は、

鹿児島県及び薩摩川内市は、代替経路を設定するとともに、道路管理者等は応急復旧作業を実施。

 UPZの関係市町においても同様に、避難道路が自然災害により使用できない場合には、代替路線を設定するとと

もに、道路管理者等は応急復旧作業を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省九州地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被害状
況を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧作業を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

鹿児島県災害対策本部

鹿児島県北薩地域振興局

県建設業協会

鹿児島支部、谷山支部

県建設業協会出水支部

県建設業協会宮之城支部

県建設業協会日置支部

い ず み

ひ お き

ほくさつ

み や の じ ょ う

たにやま

91※ 不測の事態により対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

県建設業協会甑島支部
こしきしま

 災害発生時には、県管理道路のﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し、被害の状況
等を鹿児島県災害対策本部に報告。

 応急復旧作業は、鹿児島県災害対策本部の判断により実施。
鹿児島県と県建設業協会など各協定締結団体で締結している
「大規模災害時における応急対策に関する協定書」をもとに、
各協定締結団体会員民間企業が応急復旧作業を実施。

県建設業協会川内支部
せんだい

さつ ま せん だい し

各協定締結団体
（測量設計業、舗装ﾚｯｶｰ及び
電機・通信 等）



台風襲来時などにおけるUPZの防護措置
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 OIL基準により一時移転等が必要な場合であっても、台風等により気象庁から暴風警報等が発表

され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、無理に避難せずに、安全が確保される

までは、屋内退避を優先。

 その後、例えば天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施。

住民等

施設敷地
緊急事態

警戒
事態

全面緊急事態

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合の対応の例＞

ﾊﾞｽによる避難

屋内退避
の準備

ﾊﾞｽ避難
集合場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

台風時など（気象庁における暴風警報等の発表）※

避難先

避難先：
58ﾍﾟｰｼﾞ

参照

ＵＰＺ外

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

天候回復（暴風警報等の解除）

※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
指示等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。



自然災害等（地震、津波等※1）により屋内退避が困難となる場合の基本的な考え方

93

 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する

近隣の指定避難所等に避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示が出ている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害が

更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重要。こ

のことから、市町にて開設するUPZの別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ速やかに避難を行う 。※2

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び鹿児島県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や避

難手段のほか、原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等の情報共有や緊急時の対策についての確認・調整等を行

う。

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・ﾊﾞｽによる避難

自家用車・ﾊﾞｽによる避難

屋内退避の準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の指定避
難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合の例＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

余震発生に伴い、当該家屋等での屋内
退避の継続が困難な状況が発生

※１ 津波との複合災害時における場合もｹｰｽ２と同様に、まずは津波による人命へのﾘｽｸを回避するため、津波に係る指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に避難を実施。津波警報解除等津波に対する安全が確保できた
場合には、避難経路等を確認した上で避難を実施する。

避難先

避難先：
58ﾍﾟｰｼﾞ

参照

ＵＰＺ外

※２ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにﾚｲﾝｺｰﾄ等を着用したり、放射性物質を体内に吸い込まないようﾏｽｸをしたり、
ﾀｵﾙやﾊﾝｶﾁ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。



感染症※1の流行下でのUPZの防護措置
 感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や

屋内退避等の各種防護措置を行う。

 具体的には、UPZ内の住民が一時移転等を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、

感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、ﾏｽｸの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出され

ている間は原則行わないこととする。また、自然災害により指定避難所等で屋内退避する場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、

これが困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ避難する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ

車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

＜感染症（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等）の流行下での原子力災害が発生した場合（UPZ）＞

それ以外
の者※３

一
時
移
転
等
開
始

ﾊﾞｽ避 難 者
等 のﾊﾞｽ避
難集合場所
等

 密 集 を 避
け、極力分
散して集合。

（例）
・ ﾊﾞｽ避難集合

場所等の場
所を分ける。

・ 集合時間帯
を分ける。

・ ﾊﾞｽ避難集合
場所等の中
で 別 れ て 集
合する。

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
住
民

 ﾊﾞｽ等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やﾋﾟｽﾄﾝ輸送等を実施する。
・ ﾏｽｸを着用し、座席を十分離して着席する。

※１ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等を指す。
※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。
※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。
※４ 避難先施設で密集が発生するおそれのある場合は、他の避難先（ホテル・旅館等）に「それ以外の者」の受入れについて協力を依頼する。

※２
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避難等の実施避難元 手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
の
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

避難所等

 感染者（軽症者等）は、そ

れ以外の者とは隔離する

ため、別施設や個室等に

避難。また、密集を避け

る。

避難先

 避難先施設では、密集を

避ける。

感染症指定医療機関等で治療
感染者

（重症者）

避難車両

 ﾊﾞｽ等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やﾋﾟｽﾄﾝ輸送等を実施する。
・ ﾏｽｸを着用し、座席を十分離して着席する。

感染者
（軽症者等）

※２

屋内退避
 自宅等でも、放射性物質による被

ばくを避けることを優先して屋内退
避を実施し、換気については、屋内
退避の指示が出されている間は原
則行わない。

 指定避難所等で屋内退避を実施す
る場合は、密集を避け、極力分散し
て退避。

（例）
・ 検温等による体調確認を行う。
・ 施設内の別部屋に分ける。ただし、

別部屋に分けられない場合は、同
部屋内で十分な間隔を確保する。

・ 避難施設の場所を分ける。
・ 放射性物質による被ばくを避ける

観点から、扉や窓の開放等による
換気は行わないことを基本とする。
ただし、感染症対策の観点から、
放射性物質の放出に注意しつつ、
30分に１回程度、数分間窓を全開
にする等の換気を行うよう努める。

避難退域時
検査場所

 密 集 を 避
け、極力分
散して検査。

（例）
・  検査場所を

分ける。
・ 検査時間帯

を分ける。
・ 検査場所等

の 中 で 別 れ
て検査する。



UPZの一時移転等に必要となる輸送能力の確保

UPZで一時移転等は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間
放射線量率が基準値を超える地域の住民が実施する。一時移転が必要となった場合の輸送能力の確保については、
 鹿児島県が、「災害時等におけるﾊﾞｽによる緊急輸送等に関する協定」に基づき、県内のﾊﾞｽ会社から必要となる輸

送手段を確保する。鹿児島県内の輸送手段では不足する場合、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手
段を確保する。

 鹿児島県が確保した輸送手段で対応できない場合、国の原子力災害対策本部からの依頼に基づき、国土交通省が
関係団体、関係事業者に対し、協力を要請し必要な輸送能力を確保する。

九州・山口9県災害時応援協定
（令和2年4月24日改定）

【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥物資集積拠点の確保
⑦災害廃棄物の処理支援
⑧その他応援のため必要な事項

協力事業者 保有台数（台）

２６社 約１，４００

隣接県（熊本県・宮崎県）
指定地方公共機関（ﾊﾞｽ会社）

保有台数：約２，３００台

災害時におけるﾊﾞｽによる緊急輸送等に関する協定（平成27年6月26日）
【対象】

公益社団法人鹿児島県ﾊﾞｽ協会
【協力内容】

①被災者（滞留者を含む。）及び救援者等の輸送業務
②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの輸送業務
③災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する
資機材等の輸送業務

④その他必要なﾊﾞｽによる支援業務

95※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合は、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

ふく おか けん さ が けん なが さき けん くま もと けん おお いた けん

みや ざき けん か ご しま けん おき なわ けん やま ぐち けん



他の地方公共団体からの応援計画

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、鹿児島県に
対する関係地方公共団体からの支援策として、7つの応援協定を締結。

㋒全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（令和6年1月31日）

【応援内容】
①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

㋑災害時における鹿児島県・岐阜県相互応援協定
（平成23年11月7日）

【応援内容】
①必要な物資、資機材等の提供
②職員の派遣
③被災者の受入れに必要な避難・収容施設及び住宅の提供
④その他災害応急措置及び災害復旧対策に必要な事項

㋑鹿児島県と静岡県との災害時の相互応援等に関す
る協定（平成23年11月14日）

【応援内容】
①災害応急対策を行う職員の派遣
②避難所や災害対策本部等で必要となる物資の調達及び配送
③その他被災県が要請した措置

㋑関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互
応援に関する協定（平成23年10月31日）

【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、

鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、

九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐九州地方における大規模な災害時の
応援に関する協定（平成23年2月28日）

【対象】
国土交通省九州地方整備局、鹿児島県土木部
【応援内容】
①施設の被害状況の把握
②情報連絡網の構築
③現地情報連絡員の派遣
④災害応急措置
⑤その他必要と認められる事項

㋐九州・山口9県災害時応援協定
（令和2年4月24日改定）
【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】
災害対策基本法第２条第一号に規定する災害
に係るもの

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
 ⑥物資集積拠点の確保
 ⑦災害廃棄物の処理支援
⑧その他応援のため必要な事項

感染症の予防及び感染症の患者に関する法律
第６条第１項に規定する感染症のうち広域的な
対応を必要とするものに係るもの

①検体検査
②ﾏｽｸ、防護服等の医療資機材の提供
③その他応援のため必要な事項

㋐ ㋑ ㋒

ふくおかけん さがけん ながさきけん くまもとけん おおいたけん

みやざきけん かごしまけん おきなわけん やまぐちけん

しがけん きょうとふ おおさかふ ひょうごけん わかやまけん

とっとりけん とくしまけん さかいし こうべしきょうとし おおさかし

ふくおかけん さがけん ながさきけん くまもとけん おおいたけん

みやざきけん かごしまけん おきなわけん やまぐちけん

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）

【対象】

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、

新潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、

島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】
①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

ほっかいどう あおもりけん みやぎけん ふくしまけん いばらきけん

にいがたけん いしかわけん ふくいけん しずおかけん きょうとふ

しまねけん えひめけん さがけん かごしまけん

かごしまけん ぎふけん

かごしまけん しずおかけん
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7．放射線防護資機材、物資、
燃料の備蓄・供給体制
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備蓄拠点 対象施設数

鹿児島県原子力防災ｾﾝﾀｰ 1

薩摩川内市役所 1

薩摩川内市消防局消防署 ２

放射線防護対策施設 7

合 計 11

PAZの防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄体制

さつ ま せんだい し

個人線量計

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ
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PAZ

旧滄浪小学校
そうろう

星原集会所
ほしはら

ﾌｧﾐﾘｰHP薩摩

水引地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
みずひき

平島集会所
ひら しま

峰山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

みねやま

 鹿児島県は、鹿児島県原子力防災ｾﾝﾀｰや、薩摩川内市のほか、PAZの薩摩川内市西部消防署や放射線防護対
策施設にて、避難誘導や避難行動支援などを行う要員のための個人線量計等の放射線防護資機材を備蓄。

 緊急時には、薩摩川内市の職員や消防職員、ﾊﾞｽ会社等の運転者等が放射線防護資機材を用いて活動を実施。
 平時にはこれらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。併せて、関係者向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。

薩摩川内市消防局西部
消防署

薩摩川内市役所

鹿児島県原子力防災ｾ
ﾝﾀｰ

旧寄田小学校
より た

さつませんだいし

さつま

さつませんだいし さつませんだいし

さつませんだいし

さつ ま せんだい し

さつませんだいし

薩摩川内市消防局中央
消防署
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